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森林と林業･木材産業の長期ビジョン <２０３０年の望ましい姿> 

（２０４０年原木生産目標８０万ｍ³ の１０年前倒しを目指して） 

－森林資源の造成・蓄積から生産・循環へ－ 
 

令和元年１０月 島根県農林水産部林業課・森林整備課  
 

１ 長期ビジョン策定の趣旨（はじめに） 

 (1) ２１世紀に入り、木材輸入量は減少傾向。一方、国内の森林資源が成熟期を迎え、国

内需要は国産原木の安定供給に高い期待。 

 (2) 島根県は森林県であり、経済活動と環境保全を両立させて豊かな森林を次世代に引き

継ぐことが重要な責務。 

 (3) 森林と林業・木材産業の新たな局面を乗り切るための取り組みの方向性と将来の望ま

しい姿を共有することが必要。 

 (4) 平成２６年４月の長期ビジョン作成以降、原木生産を積極的に進めてきた結果、原木

生産量の伸び率が全国トップレベルで推移。今後もこの伸びを維持し、森林・林業・

木材産業を早期に成長産業化の軌道に乗せるために到達目標年を１０年前倒し、更な

る高みを目指して成長する業界の在るべき姿を描き目標数値を変更。 

 

２ 長期的な方向 － 経済発展と環境保全の両立 － 

 (1) バランスのとれた原木生産と森林の経営・管理 

   ＝木を伐って使って、植えて育てる循環の持続 

  ① 長期的効率的に原木生産が可能な森林(70％)で積極的な森林経営、その他の森林 

   (30％)では最小限の森林管理。 

  ② 健全な森林経営により、年間約８０万㎥ の原木を生産。 

 

  
    <木材の活用>                      <森林の取扱い> 

                           循環型林業の実現 

   原 木 の 需 要 予 測  (積極的な)森林経営  

                        必要    年８０万㎥ 生産   適切      森林の 7割 

 供給力強化の実現  (最小限の)森林管理  

                         産業発展と環境保全の両立           森林の 3割 
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 (2) 基本的な方向 

   ＝木を伐って使って、植えて育てる循環の規模拡大 

  ① 原木生産量と原木自給率の引き上げ 

    ○循環型林業を持続するために、原木生産の体制強化 

     ○原木需要を支えるために、原木流通と木材加工の体制強化 

  ② 低コスト・低リスクな森林経営・管理の徹底 

    ○循環型林業の基礎を固めるため、積極的な木材生産を前提とする「森林経営」と

公益的機能を維持する最小限の管理を前提とする「森林管理」を併行 

     ○コスト縮減とリスク低減のために、新たな手法と技術を積極的に導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 原木需給と森林の経営・管理規模の見通し及び効果 

(1) 県内産原木の需要と供給(２０３０年度、予測) 
 

               < ２０３０年度 原木の需給量及び自給率の見通し > 

 

 

原木の総需要

量(千㎥ ) 

県内産原木の

供給量(千㎥ ) 

自給率(％) 

 

製材用原木    １６７    １５５    ９３ 

 (平成３０年度)     (１００)      （７３)     (７３) 

合板用原木     ９７０      ２５５      ２６ 

 (平成３０年度)     (９３５)     (１９７)     (２１) 

製紙チップ用原木      １５０      １３０      ８７ 

 (平成３０年度)     (１４６)     (１２７)     (８７) 

燃料チップ用原木      ２４０      ２２０      ９２ 

 (平成３０年度)     (２１５)     (１８５)    (８６) 

きのこ原木、輸出等        ４０        ４０    １００ 

 (平成３０年度)       (４７)       (４６)    (９８) 

     計  １，５６７      ８００      ５１ 

 (平成３０年度) (１，４４３)     (６２８)     (４４) 

森林経営・森林管理による循環システムの構築

循環システム

森林経営

森林管理 機能保全

木材生産

機能保全

森林経営・森林管理による循環システムの構築

循環システム

森林経営

森林管理 機能保全

木材生産

機能保全

循環システム

森林経営

森林管理 機能保全

木材生産

機能保全

木材生産

機能保全
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(2) 森林の経営・管理規模(２０３０年度、予測) 
 

                          < ２０３０年度 植林等の事業規模の見通し > 

 

 

伐採面積(ha) 

 

植林面積(ha) 苗木供給(万本) 

 

自給率(％) 

 苗木需要(万本) 

 

 

 ２，５９５ 

 

   ９２６      

   １５８ 

 

    ８６      １８５ 

 

 

(平成３０年度) 

 

(１，８４８)  

 

    (４６１)  

    (７６) 

 

    (７７)      (９９) 

 

  (３) 効果 
 

       < 年間の原木生産８０万㎥ ＊植林面積９２６ha の効果 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生産額(億円) 雇用人数(人) 

原木生産       ７４      ７３３ 

 (平成３０年度)         (５７)       (５８６) 

木材加工       １８６    １，２４１ 

 (平成３０年度)       (１２７)   (１，１７９) 

植林・育林        ２５      ４１０ 

 (平成３０年度)         (１３)       (３６７) 

種苗生産          ２        ４１ 

 (平成３０年度)           (１)         (３３) 

経済面での効果(計)       ２８７   ２，４２５ 

 (平成３０年度)       (１９８)   (２，１６５) 

環境効果  １７，０００      

 (平成３０年度) (１７，０００)  
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４ 対策の方向 

(1) 林業対策の方向（原木生産） 

資源の充実した森林エリアにおいて、効率的な路網整備計画を盛り込んだ循環型林

業拠点団地を設定し、路網整備及び主伐・再造林支援を優先的に実施。 

   複数の高性能林業機械の効率的な稼働と、作業員配置、運送までの運用を改善し、原

木生産コストを低減。 

   需要に応じた最適な採材・仕分けにより、ひと山の価値を引き上げ。 

 

(2) 木材産業対策の方向（木材流通、木材加工） 

製材工場単独での事業規模を拡大または分業・連携によるグループ化での事業規模

を拡大。 

県内需要と海外を含めた県外への木材販路を拡大。 

① 原木市場 

    ５つの原木市場が、原木の樹種や質などの特色を全面に出し、取扱量を増大。 

 原木市場において、｢付け売り｣などの問屋機能を強化し、新たな流通スタイルを

すべての原木市場で導入。 

    一般原木の集出荷では、運送経費及び仕分け経費などを縮小。 

    原木市場のない県東部と隠岐に、原木集出荷機能を整備。 

② 製材加工 

製材工場が単独で原木消費量の増加、分業・連携を行うグループによる原木消費

量の増加。 

 高品質・高付加価値な製品の生産に向けた木材加工体制の整備。 

ウッドコンビナートの構築に向け、製材力・販売力など一定規模（年間消費原木

２千㎥程度）を備えたグループを整備。 

 800 千㎥の原木生産を見据えた大型工場の新設。 

③ 合板加工 

    原木の安定需給協定に基づく県内産原木の取引量を引き上げ。 

    新たに、大規模建築物構造用の合板加工品製品など、新たな製品開発と需要開拓。 

  ④ チップ加工 

製紙用チップ・燃料用チップ原木の安定確保。 

    県内２箇所で稼働する木質バイオマス発電所・三隅火力発電所及び木質バイオマス 

熱利用施設への燃料用チップの安定供給に向けて、チップ加工・流通体制を強化。 

  ⑤ 製品市場・流通 

    県内唯一の製品市場を核に、県内全域の製材品を取り扱う体制を強化。 

    製品需要の動向を製材工場にフィードバックし、製材工場等との連携による競争力 

の高い製品加工・販売。 

 



 - 5 - 

⑥ 販路拡大 

    県内需要と、海外を含む京阪神を中心とした県外への木材製品の出荷拡大。 

 

(3) 森林の経営・管理の方向 

① 低コスト再造林の推進 

低密度植栽（3,000 本/ha⇒2,000 本/ha）と伐採に使用した機械を利用して植林作

業を行う一貫作業を定着。 

    植林作業の効率をより高めるため、通年で植林可能なコンテナ苗の普及を図る。 

② 優良苗木の供給 

        精英樹を用いた採種園整備による優良種子の安定供給と苗木増産体制を構築。 

③ 森林経営管理制度の推進 

森林所有者による経営管理ができていない森林を市町村が受託し、意欲と能力のあ 

   る林業経営者に繋ぐ森林経営管理制度を推進。 

 

(4) 林業事業体の体質強化と林業就業者の増員の方向 

    原木増産体制の強化を図りながら、長期的に健全な林業経営が実行できる体制を作 

るため、林業事業体の体質強化と林業就業者増員の取組を強化。 

  ① 林業就業者の確保 

    毎年の増員をペースアップし、年 20 人増員のための取組を強化 

    ・林業への新規就業の促進（年 80 人ペース） 

    ・県立農林大学校林業科や、しまね林業士制度活用による技術力の高い人材の育成 

    ・林業事業体の魅力向上（労働条件・就労環境の改善）による就業者の定着率向上 

  ② 林業事業体の経営体質強化 

    林業事業体の体質強化を担うリーダーの育成、事業量増や収益性アップに向けた経

営改善の実施 

 

 

 

 


